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危険物保安技術協会審査事務細則 

昭和52年２月15日危保細則第１号 

最終改正 

令和８年３月18日危保細則第２号 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この細則は､ 危険物保安技術協会審査事務規程 (昭和52年危保規程第19号｡ 

以下 ｢規程｣という｡ ) 第16条の規定に基づき､危険物保安技術協会 (以下 ｢協会｣ と

いう｡ ) の審査の実施について必要な細目を定め､協会の業務の適正､ かつ､ 統一的

な運営に資することを目的とする｡ 

(適用) 

第2条 審査の実施に当たっては､ 危険物保安技術協会業務方法書 (以下 ｢業務方法

書｣ という｡ ) 及び規程によるほか､ この細則によるものとする｡ ただし､ この細則によ

りがたい場合は、 その理由を明らかにして上司の判断を求め､ その指示に従うものとす

る。 

(定義) 

第3条 この細則で使用する用語は､ 危険物の規制に関する法令､ 業務方法書及び規程

に定める用語の例によるほか､ 次のとおりとする｡ 

(1)  ｢書類審査｣ とは､ 許可申請者又は検査申請者が行った測定又は試験の結果を

示す成績書､ 記録又は報告書の提示を受けて､当該物件に関する審査を実施する審

査の方法をいう｡ 

(2)  ｢立会審査｣ とは､ 検査申請者が行う測定又は試験に立ち会って､ 当該物件に

関する審査を実施する審査の方法をいう｡ 

(3)  ｢旧法タンク｣ とは､ 昭和52年2月15日において消防法 (昭和23年法律第186号) 

第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け､ 又は当該許可の申請がなさ

れていた危険物の規制に関する政令 (昭和34年政令第306号｡ 以下｢政令｣という｡)

第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所 (以下 ｢特定屋外タンク貯蔵

所｣ という｡ ) で､その構造及び設備が同令第11条第1項第3号の2及び第4号に定め

る技術上の基準に適合しないものをいう。 

(4)  ｢新法タンク｣ とは、旧法タンク以外の特定屋外タンク貯蔵所をいう。 

(5)  ｢新基準タンク｣ とは､旧法タンクのうち政令及び消防法施行令の一部を改正する

政令 (昭和52年政令第10号｡ 以下 ｢改正令｣ という｡ )第3項各号に定める基準に

適合するものをいう｡ 

(審査担当者) 

第4条 特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所の規程第2条第3号アの許可

申請に係る審査 (以下 ｢設計審査｣ という｡ )､ 同号イの完成検査前検査申請に係る審

査 (以下 ｢完成検査前審査｣ という｡ ) 及び同号ウの保安に関する検査申請に係る審

査  (以下 ｢保安審査｣ という｡ ) を実施しようとするときは､ あらかじめ土木審査部長

又はタンク審査部長は､ 審査担当者を指名するものとする｡ 

2 前項の場合において､ 土木審査部長又はタンク審査部長は､ 必要に応じて審査担当

者を変更することができるものとする｡ 

(審査報告書) 

第5条 審査担当者は､ 審査が完了したときは､ 審査報告書を作成し､ 決裁承認を受け

なければならない｡ 



2 審査担当者が審査報告書を作成することが困難な場合には､ 土木審査部長又はタン

ク審査部長の別に指名する者が､ 審査担当者と十分連絡調整のうえ行うものとする｡ 

3 審査報告書の控は､ 別に定める方式により､整理して所定の場所に保管するものとす

る｡ 

4 規程第 5 条の報告書の様式は､別記様式第 1 から別記様式第 5 までのとおりとする｡ 

 

第2章 設計審査 

(審査事項) 

第6条 設計審査は､ 液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タン

クの基礎及び地盤に関する事項について行うものとする｡ 

2 液体危険物タンクのタンク本体に関する事項に係る審査は､ タンク本体に係る関係法

令に定める基準に適合するか否かについて行うものとし､ 液体危険物タンクの基礎及び

地盤に関する事項に係る審査は､ 基礎及び地盤に係る関係法令に定める基準に適合

するか否かについて行うものとする｡ 

3 設計審査に関する関係図書は､ 別表1、 別表１の２、別表１の３及び別表２のとおりと

する｡ ただし､ 変更許可申請に係る審査に関する関係図書は別表1、 別表１の２、別表

１の３及び別表２のうち当該変更に係る部分を記載した図書とする｡ 

4 協会は､ 設計審査に関し､ 試験又は調査に基づき許可申請に係る設計の補正を行う

ことが妥当と認める場合には､ 必要に応じて市町村長等に対し意見を述べることがある｡ 

(設計審査の留意事項) 

第7条 設計審査は､ 土木審査課長又はタンク審査課長が指導し､ 審査担当者が分担し

て実施するものとする｡ 

2 審査担当者は､ 基礎及び地盤とタンク本体との有機的な関連に留意し､ 全体として重

複及び齟齬による遅延をさけるよう配慮するものとする｡ 

3 設計審査の実施に当たって､ 関係図書の補正又は追加資料の提出を許可申請者に

依頼する場合には､ 市町村長等を通じて行うこととし､ 若しくは現地調査を実施しようと

する場合には､ あらかじめ市町村長等と所要の調整を行うものとする。 

4 審査担当者は､ 設計上重大な変更を要する事項又は問題点を発見した場合には､ 直

ちに上司に報告のうえ､その指示に従うものとする｡ 

(確認事項) 

第8条 審査担当者は､ 設計審査を行う際に、 あらかじめ提出を受けた別表1、 別表１の

２、別表１の３及び別表２の関係図書で確認できる範囲内において､ 政令第11条第1項

第8号に規定される通気装置、 同項第11の2号に規定される水抜き管及び同項第11の3

号に規定される地震等により浮き屋根又は側板に損傷を与えない防止措置について､ 

併せて安全上の確認を行なうものとする。  

2 協会は､ 前項の確認の結果､ 特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所に

係る構造及び設備の安全の確保に関し､ 必要があると認められる場合には､ 規程第5

条第2項の規定に基づき第5条の審査報告書に参考となる意見を付するものとする｡ 

(証印) 

第9条 規程第9条第3項の証印は､ 土木審査部長及びタンク審査部長がそれぞれ保管す

るものとする｡ 

2 審査担当者は､ 審査報告書について決裁を得た場合は､ 直ちに上司の承認を得て､

審査した設計図書に当該審査済の証印を捺印するものとする｡ 

3 担当課長は､ 前項の規定により証印された関係図書のうち､ 市町村長等に返戻するも

のに審査責任者印を捺印するものとする｡ 



4 規程第9条第3項の証印の様式は､ 別記様式第6の(1)及び別記様式第6の(2)のとおりと

する｡ 

(標準処理期間) 

第10条 設置又は変更に係る設計審査における標準処理期間 (関係図書を協会が受理し

た日の翌日から市町村長等に報告する日までの期間をいう｡ ) は､ 14日間 (休日 (危

険物保安技術協会職員就業規則 (昭和51年危保規程第2号) 第14条第1項に掲げる休

日をいう｡ 以下同じ｡ ) は含まないものとする｡ ) とする｡ 

2 前項の関係図書を協会が受理した日は､ 必要なすべての関係図書が整った日とする｡ 

3 協会は､ 第1項に定める期間内に審査報告を行うことが困難となる特別の事情が発生し

た場合には､ 速やかにその理由及び報告予定日を市町村長等に通知するものとする｡ 

 

第3章 完成検査前審査 

(審査事項) 

第11条 完成検査前審査は､ 液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項並びに液

体危険物タンクの溶接部に関する事項について行うものとする｡ 

(完成検査前審査の留意事項) 

第12条 完成検査前審査は､ 次の各号により実施するものとする｡ 

(1) 協会は､ 完成検査前審査の受託に当たっては､ 検査申請者が行う測定又は試験

については､ 標準的検査測定又は試験箇所の全般について実施するよう市町村長等

に要請すること｡ 

(2) 完成検査前審査に当たっては､ 検査申請者から工事計画書を提出するよう市町村

長等に要請すること｡ ただし､ 許可申請に係る工事計画書の変更 (審査事項の重要

なものに限る｡ ) を伴わない場合は､ この限りでない｡ 

(3) 現地審査に当たっては､ 書類審査及び立会審査を有機的に組み合わせて実施し､

審査の実をあげるよう工夫すること｡ 

(4) 現地審査に当たっては､ あらかじめ自主検査の記録を精査し､ 立会審査における

測定又は試験する箇所を指示すること｡ この場合において､ 指示する箇所及び数は､ 

第14条又は第15条各号列記に定める箇所のうちから､ 別に定める基準に基づき決定

するものとする｡ 

(5) 前号により立会審査を実施したのち、 必要があると認められる場合には､ 箇所を指

定して検査申請者に測定又は試験を実施させること。 

(6) 立会審査に当たって､ 測定又は試験を指示する箇所は､ タンクの基礎･地盤及び

本体の構造上又は機能上の重要性を加味して重点的に決定するものとすること｡ 

(7) 現地審査に当たって直ちに判断できかねる疑義を生じた場合､ 現地審査に当たっ

て困難な事情が生じた場合､ 病気その他の事故により審査日程を変更する必要があ

る場合等には､ 速やかに上司に連絡し､ その指示に従うこと｡ 

(8) 現地審査に当たっては､ 適正な審査ができる状態を確保して行うこと｡ 審査担当者

は､適正な審査ができる状態でないと判断した場合には､ 上司と協議のうえ､ 適正な

審査ができる状態を確保するために必要な措置を講じることを市町村長等を通じて検

査申請者に要請すること｡ 

(9) 現地審査に当たっては､ 審査担当者は現地における連絡先を常に明確にしておくこ

と｡ 

(10) 現地審査に当たっては､ 協会の検査員証を携行すること｡ 

 

 



(審査の中間報告) 

第13条 完成検査前審査の各段階ごとの審査については､ 現地審査を実施したつど､ 当

該審査担当者が別に定める様式により中間報告書を作成して上司に報告するものとす

る｡ 

2 中間報告書は､ タンク別に作成し､ 設計審査報告書とともに所定の場所に保管するも

のとする｡ 

(タンク側板部に係る溶接部審査) 

第14条 タンク側板部に係る溶接部審査は､ 次の溶接継手について目視検査及び放射線

透過試験により行うものとする｡ 

(1) タンク側板の縦継手 (重ね補修に係るもの及び接液部以外の部分 （取替工事を除

く。 ） のものを除く｡ )  

(2) タンク側板の水平継手 (重ね補修に係るもの及び接液部以外の部分 （取替工事を

除く。） のものを除く｡ ) 

(タンク側板部及び底板部等に係る溶接部審査) 

第15条 タンク側板部及び底板部等に係る溶接部審査は､ 次の溶接継手について目視検

査及び磁粉探傷試験により行うものとする｡ ただし､ 磁粉探傷試験を行うことが困難な

場合には､ 浸透探傷試験を行うものとする｡ 

(1) 側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあっては底板をいう｡) との溶接継手 

(2) アニュラ板相互の溶接継手 

(3) アニュラ板と底板との溶接継手 

(4) 底板相互の溶接継手 

(5) 重ね補修に係る側板と側板との溶接継手 （接液部に係るものに限る。） 

(溶接部審査の判定基準) 

第16条 第14条及び前条の溶接部審査に係る判定基準は､ 次によるものとする｡ 

(1) 第14条のタンク側板部にあっては､ 危険物の規制に関する規則 （昭和34年総理府

令第55号。以下「規則」という。） 第20条の7第2項各号に掲げる基準 

(2) 前条のタンク側板部及び底板部等にあっては､ 規則第20条の8第2項又は同条第3

項各号に掲げる基準 

(確認事項) 

第17条 審査担当者は､第14条及び第15条の溶接部審査を行うに際し､次に掲げる溶接部

の状態について併せて確認するものとする｡ 

(1) 溶接ビードの外観 

(2) 余盛り高さ 

(3) 目違い 

(4) 腐食の状態 

(5) ジグ取付け跡で必要と認められる箇所 

2 協会は､ 前項の確認の結果､ 特定屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備の安全の確

保に関し､ 必要があると認められる場合には､ 規程第5条第2項の規定に基づき第5条

の審査報告書に参考となる意見を付するものとする｡ 

(現地審査状況の確認) 

第18条 審査担当者は､ 現地審査が終了したときは､ その状況について上司と協議のう

え､ 別記様式第7(1)から(15)までの関係する現地審査確認書を作成し､ 市町村長等と

相互に確認するものとする｡ 

 

 



(不適合事案の取扱い) 

第19条 完成検査前審査の結果､ 不適合とされた事案については､ 不適合が生じたとさ

れる箇所を基準に適合させるための所要の措置が講じられたことを確認したうえで､ 協

会は､ 改めて新設又は変更の完成検査前審査を受託するものとする｡ 

(標準処理期間) 

第20条 完成検査前審査における標準処理期間 (最終の現地審査が完了した日の翌日

から市町村長等に報告する日までの期間をいう｡ ) は､ 4日間 (休日は含まないものと

する｡ ) とする｡ 

2 第10条第3項の規定は､完成検査前審査の標準処理期間について準用する｡ 

 

第4章 保安審査 

(審査事項) 

第21条 保安審査は､ 液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物

タンクの底部の溶接部に関する事項について行うものとする｡ 

(保安審査の留意事項) 

第22条 保安審査の実施については､ 第12条に定める完成検査前審査の留意事項に係

る規定を準用する｡ 

(タンクの底部に係る板厚審査) 

第23条 タンク底部に係る板厚審査は､ アニュラ板及び底板について目視検査及び超音

波厚さ計等による測定試験により行うものとする｡ 

(板厚審査の判定基準) 

第24条 前条の板厚審査に係る判定の基準は､次のとおりとする｡ 

2 昭和52年3月30日付け消防危第56号及び昭和54年12月25日付け消防危第169号によ

る測定 （以下 ｢定点測定｣ という。） の判定基準は次の各号によるものとする。 

(1)  新法タンクにあっては､ 測定板厚が危険物の規制に関する技術上の基準の細目を

定める告示 (昭和49年告示第99号) 第4条の17に定める最小厚さ (以下 ｢基準板

厚｣ という｡ ) 以上の厚さであること｡  ただし､ 測定板厚が基準板厚未満であって

も､ 基準板厚の90パーセント以下である箇所の周囲における測定板厚平均値が基

準板厚の80パーセントを超え､ かつ､ 測定板厚が最小である箇所において基準板

厚に対する板厚の減少が､ 3ミリメートルを超えない場合は､ この限りでない｡ また、

アニュラ板 (アニュラ板を設けないものにあっては､ 側板内側より0.5メートルの範囲

の板をいう。 以下この条において同じ。 ） にあっては、併せて規則第20条の4第2

項第1号の2に定める必要保有水平耐力の基準を満足する厚さ以上の厚さであるこ

と。 

(2)  新基準タンクにあっては､ 測定板厚が3.2ミリメートル以上であること｡  また、アニ

ュラ板にあっては、併せて危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令（平

成6年自治省令第30号。 以下 「改正省令」 という。） 附則第7条第2項第2号に定

める必要保有水平耐力の基準を満足する厚さ以上の厚さであること。 

(3)  旧法タンクにあっては､ 測定板厚が3.2ミリメートル以上であること｡ 

3 平成15年3月28日付け消防危第27号による測定 （以下 ｢連続測定｣ という。） の判

定基準は次の各号によるものとする。 

(1)  新法タンクにあっては､ 測定板厚が基準板厚以上の厚さであること｡  ただし､ 測

定板厚が基準板厚未満であっても､ 基準板厚の80パーセント以下である箇所の周囲

における測定板厚平均値が基準板厚の80パーセント以上､ かつ､ 測定板厚が最小

である箇所において基準板厚に対する板厚の減少が､ 3ミリメートルを超えない場合



は､ この限りでない｡  また、アニュラ板にあっては、併せて規則第20条の4第2項第1

号の2に定める必要保有水平耐力の基準を満足する厚さ以上の厚さであること。 

(2)  新基準タンクにあっては､ 測定板厚が3.2ミリメートル以上であること｡  また、アニ

ュラ板にあっては、併せて改正省令附則第7条第2項第2号に定める必要保有水平耐

力の基準を満足する厚さ以上の厚さであること。 

(3)  旧法タンクにあっては､ 測定板厚が3.2ミリメートル以上であること｡ 

4  新基準タンクのうち､ 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 (平成6

年政令第214号) 附則第3項第1号に定める基準に適合するもの （以下 ｢第一段階基

準｣ という｡ ） にあっては､ 次のいずれにも適合すること｡ 

ア  ２項の第1号の基準 

イ  ３項の第1号の基準 

 (タンクの底部に係る溶接部審査) 

第25条 タンク底部に係る溶接部審査は､ 次の溶接継手について目視及び規則第20条の

8に掲げる試験を行うものとする。 

(1) 側板とアニュラ板 (アニュラ板を設けないものにあっては底板をいう｡ ) との溶接継

手 

(2) アニュラ板相互の溶接継手 

(3) アニュラ板と底板との溶接継手 

(4) 底板相互の溶接継手 

(溶接部審査の判定基準) 

第25条の2 前条の溶接部審査に係る判定基準は､ 規則第20条の8第2項、同条第3項の

各号及び同条第4項に掲げる基準によるものとする｡ 

(確認事項) 

第26条 審査担当者は､ 第23条のタンク底部に係る板厚審査を行うに際し､ 次に掲げる

基準に適合しているか否かについて併せて確認するものとする｡ 

2 昭和54年12月25日付け消防危第169号による定点測定は次のとおりとする。 

(1)  新基準タンクにあっては､ 次のいずれにも適合すること｡ 

ア  設計板厚の90パーセント以下である箇所の周囲における測定板厚平均値が､ 設

計板厚の80パーセントを超えていること。 

イ  測定板厚最小値が､ 次式により算出された値以上の値であること｡  

ｔ ＝ ｘ ･ ｙ ＋ ｃ 

xは､ 腐食率 ( a / b ) 

aは､ 当該箇所における最大腐食深さ (単位 mm) 

bは､ 当該タンクのアニュラ板又は底板の使用期間 (単位 年) 

yは､ 当該タンクに係る次期開放検査予定期日までの年数 

cは､ ４．５mm 

3 昭和52年3月30日付け消防危第56号による定点測定は、平成26年5月27日付け消防危

第146号の発出により次のとおりとする。 

(1)  新基準タンクにあっては､ 次のいずれにも適合すること｡ 

ア  設計板厚の90パーセント以下である箇所の周囲における測定板厚平均値が､ 設

計板厚の80パーセントを超えていること。 

イ  測定板厚最小値が､ 次式により算出された値以上の値であること｡  

ｔ ＝ ｘ ･ ｙ ＋ ｃ 

xは､ 腐食率 ( a / b ) 

aは､ 当該箇所における最大腐食深さ (単位 mm) 



bは､ 当該タンクのアニュラ板又は底板の使用期間 (単位 年) 

yは､ 当該タンクに係る次期開放検査予定期日までの年数 

cは､ アニュラ板にあっては５．５mm、底板にあっては５．０ｍｍ 

4 連続測定は次のとおりとする。 

(1)  新基準タンクのアニュラ板にあっては､ 次のいずれにも適合すること｡ 

ア  設計板厚の80パーセント以下である箇所の周囲における測定板厚平均値が､ 

設計板厚の80パーセントを超えていること。 

イ  測定板厚最小値が､ 次式により算出された値以上の値であること｡  

ｔ ＝ ｘ ･ ｙ ＋ ｃ 

xは､ 腐食率 ( a / b ) 

aは､ 当該箇所における最大腐食深さ (単位 mm) 

bは､ 当該タンクのアニュラ板の使用期間 (単位 年) 

yは､ 当該タンクに係る次期開放検査予定期日までの年数 

cは､ ４．５mm 

5  第17条第1項の規定は､ 前条に基づく溶接部審査を行う際に準用する｡ 

6  協会は､ 確認の結果､ 特定屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備の安全の確保に

関し､ 必要があると認められる場合には､ 規程第5条第2項の規定に基づき第5条の

審査報告書に参考となる意見を付するものとする。 

 (液体危険物タンクの底部に係る溶接部審査) 

第27条 第18条の規定は､保安審査に係る現地審査において準用する｡ 

(不適合事案の取扱い) 

第28条 保安審査の結果､ 不適合とされた事案については､ 不適合が生じたとされる箇

所を基準に適合させるための所要の措置が講じられたことを確認したうえで､ 協会は､ 

改めて次の各号に掲げる審査を受託するものとする｡ 

(1)  タンク底部に係る変更の工事がなされていないタンクで､ 溶接部が基準に不適合

とされたもの。 新法タンク及び新基準タンクにあっては変更許可申請に係る設計

審査及び保安審査（溶接部）､ その他のタンクにあっては保安審査（溶接部）。 

(2)  タンク底部に係る変更の工事が行われたタンクで､ 当該変更の工事箇所の溶

接部が基準に不適合とされたもの｡ 保安審査（溶接部）。 

(3)  タンク底部に係る変更の工事が行われたタンクで､ 当該変更の工事箇所の溶接

部以外の部分の溶接部が基準に不適合とされたもの。 新法タンク及び新基準タン

クにあっては変更許可申請に係る設計審査及び保安審査（溶接部）、 その他のタ

ンクにあっては保安審査（溶接部）。 

(4)  板厚が基準に不適合とされたタンク。 新法タンク及び新基準タンクにあっては変 

更許可申請に係る設計審査及び保安審査（板厚）、 その他のタンクにあっては保

安審査（板厚）。 

(標準処理期間) 

第29条 保安審査における標準処理期間 (最終の現地審査が完了した日の翌日から市町

村長等に報告する日までの期間をいう。） は､ 4日間 （休日は含まないものとする。） 

とする｡ 

2 第10条第3項の規定は、 保安審査の標準処理期間について準用する。 

 

 

 

 



第5章 雑則 

(審査事務実施要領) 

第30条 この細則の施行に関し特に必要な事項は､ 上司の承認を受けて､ 土木審査部長

又はタンク審査部長が定めるものとする｡ 

(その他) 

第31条 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び特殊液体危険物タンクに係る審査事

務細則は、別に定める｡ 

 

 

附則 (昭和52年2月15日危保細則第1号) 

この細則は､昭和52年2月15日から実施する｡ 

附則 (平成9年9月25日危保細則第11号) 

この細則は､平成9年9月25日から実施する｡ 

附則 (平成11年3月30日危保細則第1号) 

この細則は､平成 11 年 4 月 1 日から実施する｡ 

附則 (平成23年２月４日危保細則第１号) 

この細則は､平成 23 年２月４日から実施する｡ 

附則 (平成24年３月８日危保細則第20号) 

この細則は､平成 24 年４月１日から実施する｡ 

附則 (平成24年５月９日危保細則第１号) 

この細則は､平成 24 年５月１０日から実施する｡ 

附則 (平成2７年４月１４日危保細則第１号) 

この細則は､平成 27 年４月１５日から実施する｡ 

附則 (令和３年10月20日危保細則第2号) 

この細則は､令和３年 12 月 1 日から実施する｡ 

附則 (令和8年３月18日危保細則第2号) 

この細則は､令和８年４月１日から実施する｡ 

 



別表１（特定屋外タンク貯蔵所関係） 

関 係 図 書 項   目 内           容 

１ 設計図書 

(1) 基礎及び地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) タンク本体 

① 平 面 図 縮尺が500分の１以上のもの 

② 断 面 図 縮尺が縦100分の1以上､横500分の1以上のもの 

③ 詳 細 図 

（危険物の規制に

関する規則（以下

「規則」という。）第

20条の２第２項第

２号イに該当する

地盤を除く。） 

縮尺が50分の１以上のもので、 断層の有無、 切り・盛り

土確認図、 基礎構造図の詳細について記載したもの 

④ 計 算 書 
設計条件､ 工法及び型式の選定理由､ 設計計算､ 地盤

の堅固さ､ 地盤すべり､ 基礎の補強､ 設計震度の計算書 

① 平 面 図 縮尺が300分の１以上のもの 

② 断 面 図 縮尺が300分の１以上のもの 

③ 詳 細 図 

タンク組立図､ 側板図､ウインドガーダ-図､ 底板図､ 屋

根図､ 固定屋根通気装置図、側及び屋根付属図､ 浮き

屋根図､ 浮き屋根付属品図､ 浮き屋根通気装置図､ 浮

き屋根発火防止措置図、浮き蓋図、浮き蓋付属品図、浮

き蓋通気装置図、浮き蓋発火防止図 

④ 計 算 書 

タンク諸元表及び液圧による側板板厚､ 各種荷重､ 各種

荷重による発生応力､ 転倒及び滑動による安定性、 液

面揺動､ウインドガ-ダー､ 保有水平耐力､固定屋根通気

量、放爆構造の検討、浮き屋根浮力､浮き蓋浮力、浮き屋

根排水､浮き屋根非常用排水設備､浮き屋根通気量､浮き

蓋通気量、熱応力の計算書 

２ 工事計画書  
工事概要､施工条件､施工方法､施工管理方法､使用材 

料の品質等を記載したもの 

３ 工事工程  工種ごとの工程について記載したもの 

４ 添付書類 

 (1) 基礎及び地盤

に関するもの 

 

 

 

 

 

 

①地質調査資料 

地盤概要､地質断面図､土質柱状図､土質試験結果一覧 

表､地下水位に関する資料のほか､規則第20条の2第2項

第2号ハに該当する地盤にあっては､当該地盤の改良方

法に関する資料 

②そ の他基礎及

び 地 盤 に 関 し 必

要な資料 

(ア) 地盤が造成された際の工事の記録 

(イ) 特定屋外タンク貯蔵所を設置する地域の地盤の沈下 

に関する記録 

(ウ) 設置に係る特定屋外貯蔵タンク（以下｢タンク｣とい

う。）の近傍の既設工作物の地盤に関する資料等 

  

 



関 係 図 書 項   目 内           容 

(2) タンク本体に 

関すること 

① 溶接部に関する

説明書 

 

溶接施工方法確認試験結果の資料､ 溶接材料及び溶

接方法に関する資料､ 溶接部の検査方法及び判定に

関する資料等 

 ②その他タンクに

関し必要な資料 

 

５ 位 置 図 
 縮尺が5万分の1以上のもので､ 地形の概況及びタンク 

位置を記載したもの 

６ 現況平面図 

 縮尺が1000分の１以上のものでタンク中心を円の中心 

とする半径300メートル程度の区域を範囲とし､ 地形､ 

既設工作物及びタンク位置に記載したもの （現況が確

認できる写真を添付すること。） 

 

(備 考) 

1 図書には､ 設計又は施工に関する責任技術者の氏名､ 所属を記載した書面を添付すること｡ 

2 計算書は､ 計算の根拠を明らかにしたものであること｡ 

3 タンク諸元表とは、タンク仕様、設計条件及びタンク本体の重量を一覧表にしたものとする。 

4 地質調査資料は､ 次に掲げる要件を満たしたものとすること｡ 

(1) タンク地盤及びその周辺の地盤について､ ほぼ直交する2方向断面の地盤性状が判断できる

ものであること｡ 

(2) タンク地盤について､ 良好な支持層が確認できる範囲のものであること。 

(3) タンク及びその周辺の地盤が不整又は軟弱である場合は､ 不整又は軟弱な地盤の状態が十

分確認できるものであること｡ 

(4) 土質試験は､ 日本産業規格があるものにあっては日本産業規格に定める方法､ 日本産業規

格がないものにあっては地盤工学会基準に定める方法により行うものであること｡ なお､ 土質

試験結果一覧表には､ 次に掲げる資料が明らかにされているものであること｡ 

ア 標準貫入試験の値は､ おおむね1メートル (試験の深さが20メートルを超えるときは､ おお

むね2メートル) 間隔の値 

イ 室内試験の値は､ おおむね2メートル (圧密試験の値にあっては4メートル) 間隔の値 

(5) 地質調査資料の作成に当たって必要な様式及びその記載方法については､ 地盤工学会基

準に定める様式及び記載方法によること｡ 

 

別表１の２（浮き屋根該当の特定屋外タンク貯蔵所関係） 

図   書 内            容 

浮き屋根 

 (1) 詳細図面 

 (2) 計算書 

(3) 工事計画書 

 

浮き屋根構造図、 ポンツーンマンホール図、タンク諸元表、浮き屋根浮力計算、 

浮屋根耐震構造計算、浮屋根の溶接方法に関する資料、  

ポンツーンマンホールの液密試験に関する資料 

 

 

 

 



別表１の３（浮き蓋該当の特定屋外タンク貯蔵所関係） 

図   書 内            容 

浮き蓋 

 (1) 詳細図面 

 (2) 計算書 

(3) 工事計画書 

 

浮き蓋構造図、 ポンツーンマンホール図、タンク諸元表、浮き蓋浮力計算、 

浮き蓋耐震構造計算､浮き蓋の溶接方法に関する資料、 

ポンツーンマンホールの液密試験に関する資料 



別表２ （準特定屋外タンク貯蔵所関係） 

関 係 図 書 項   目 内           容 

１ 設計図書 

(1) 基礎及び地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) タンク本体 

① 平 面 図 縮尺が500分の１以上のもの 

② 断 面 図 縮尺が縦100分の1以上､横500分の1以上のもの 

③ 詳 細 図 

危険物の規制に関

す る 規 則  （ 以 下 

「 規 則 」  と い う 。 ） 

第20条の３の２第２

項第２号イに該当す

る地盤を除く。） 

縮尺が50分の１以上のもので、 断層の有無、 切り・

盛り土確認図、 基礎構造図の詳細について記載し

たもの 

④ 計 算 書 

設計条件､ 工法及び型式の選定理由､ 設計計算､

地盤の堅固さ､ 地盤すべり､ 基礎の補強､ 設計震

度の計算書 

① 平 面  図 縮尺が300分の１以上のもの 

② 断 面 図 縮尺が300分の１以上のもの 

③ 詳 細 図 

タンク組立図､ 側板図､ 底板図､ 屋根図､ 側付属

図､ 浮き屋根図 

(使用材料の品質等を記載したもの及び溶接部に関

する説明をしたもの) 

④ 計 算 書 

タンク諸元表及び液圧による側板板厚､ 各種荷重､ 

各種荷重による発生応力､ 転倒及び滑動の安定性､ 

保有水平耐力､ 熱応力の計算 

２ 添付書類 

(1) 基礎及び地盤

に関するもの 

 

 

 

 

 

 

 

(2) タ ン ク 本 体に

関すること 

 

① 地質調査資料 

地盤概要､ 地質断面図､ 土質柱状図､ 土質試験結

果一覧表､ 地下水位に関する資料のほか､ 規則第

20条の3の2第2項第2号ハに該当する地盤にあって

は､ 当該地盤の改良方法に関する資料 

② その他基礎及び

地盤に関し 必要

な資料 

(ア) 地盤が造成された際の工事の記録 

(イ) 準特定屋外タンク貯蔵所を設置する地域の地盤

の沈下に関する記録 

(ウ) 設置に係る準特定屋外貯蔵タンク （ 以下 ｢タ

ンク｣という。） の近傍の既設工作物の地盤に関

する資料等 

① 溶 接 部 に 関 す る

説明書 
溶接材料及び溶接方法に関する資料 

② その他タンクに関

し必要な資料 

 

３ 位置図 
 縮尺が5万分の1以上のもので､ 地形の概況及びタン

ク位置を記載したもの 



関 係 図 書 項   目 内           容 

４ 現況平面図  

縮尺が1000分の1以上もので､ タンク中心を円の中心

とする半径300メ-トル程度の区域を範囲とし､ 地形､ 

既設工作物及びタンク位置を記載したもの （現況が

確認できる写真を添付すること。） 

 

 (備考) 

1 図書には､ 設計又は施工に関する責任技術者の氏名､所属を記載した書面を添付すること｡ 

2 計算書は、 計算の根拠を明らかにしたものであること｡ 

3 タンク諸元表とは、 タンク仕様、設計条件及びタンク本体の重量を一覧表にしたものとする。 

4  地質調査資料は､ 次に掲げる要件を満たしたものとすること｡ 

(1) タンク地盤について､ 良好な支持層が確認できる範囲のものであること｡ 

(2) タンク及びその周辺の地盤が不整又は軟弱である場合は､ 不整又は軟弱な地盤の状態が十 

分確認できるものであること｡ 

(3) 土質試験は､ 日本産業規格があるものにあっては日本産業規格に定める方法､日本産業規

格がないものにあっては地盤工学会基準に定める方法により行うものであること｡なお､土質試験

結果一覧表には､次に掲げる資料が明らかにされているものであること｡ 

ア 標準貫入試験の値は､おおむね1メートル (試験の深さが20メートルを超えるときは､ おおむ

ね2メートル) 間隔の値 

イ 室内試験の値は､ おおむね2メートル (圧密試験の値にあっては4メートル) 間隔の値 

(4) 地質調査資料の作成に当たって必要な様式及びその記載方法については､ 地盤工学会基

準に定める様式及び記載方法によること｡ 

 



別記様式第1 

特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る 

設 計 審 査 報 告 書 

   年   月   日 

 

○○市町村長       殿 

（○○都道府県知事） 

                           

危険物保安技術協会 

理事長  

 

契約番号及び契約年月日 号      年   月   日 

契約に係る特定屋外タンク

貯蔵所の設置場所 
 タンク 

番 号 
 

許可申請者 

住 所  

氏 名  

 

審査の結果を下記のとおり報告します。 

記 

 
 
 
 
 

 

 



別記様式第1の２ 

準特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る 

設 計 審 査 報 告 書 

   年   月   日 

 

○○市町村長       殿 

（○○都道府県知事） 

                                       

危険物保安技術協会 

理事長  

 

契約番号及び契約年月日 号      年   月   日 

契約に係る準特定屋外タンク

貯蔵所の設置場所 
 タンク 

番 号 
 

許可申請者 

住 所  

氏 名  

 

審査の結果を下記のとおり報告します。 

記 

 
 
 
 
 

 

 



別記様式第２ 

特定屋外タンク貯蔵所の変更許可申請に係る 

設 計 審 査 報 告 書 

   年   月   日 

 

○○市町村長       殿 

（○○都道府県知事） 

                           

危険物保安技術協会 

理事長        

 

契約番号及び契約年月日 号      年   月   日 

契約に係る特定屋外タンク

貯蔵所の設置場所 
 タンク 

番 号 
 

設置許可番号及び設置 

許可年月日 
号       年   月   日 

許可申請者 

住 所  

氏 名  

 

審査の結果を下記のとおり報告します。 

記 

 
 
 
 
 

 

 



別記様式第２の２ 

準特定屋外タンク貯蔵所の変更許可申請に係る 

設 計 審 査 報 告 書 

   年   月   日 

 

○○市町村長       殿 

（○○都道府県知事） 

                                       

危険物保安技術協会 

理事長  

 

契約番号及び契約年月日 号      年   月   日 

契約に係る準特定屋外タンク

貯蔵所の設置場所 
 タンク 

番 号 
 

設置許可番号及び設置許可

年月日 
号       年   月   日 

許可申請者 

住 所  

氏 名  

 

審査の結果を下記のとおり報告します。 

記 

 
 
 
 
 

 

 



別記様式第３ 

新基準に係る特定屋外タンク貯蔵所の 

変 更 審 査 報 告 書 

   年   月   日 

 

○○市町村長       殿 

（○○都道府県知事） 

                           

危険物保安技術協会 

理事長  

 

契約番号及び契約年月日 号      年   月   日 

契約に係る特定屋外タンク

貯蔵所の設置場所 
 タンク 

番 号 
 

設置許可番号及び設置 

許可年月日 
号      年   月   日 

許可申請者 

住 所  

氏 名  

 

審査の結果を下記のとおり報告します。 

記 

 
 
 
 
 

 

 

 



別記様式第4 

特定屋外タンク貯蔵所の完成検査前検査申請に係る 

溶 接 部 審 査 報 告 書 

   年   月   日 

 

○○市町村長       殿 

（○○都道府県知事） 

                           

危険物保安技術協会 

理事長  

 

契約番号及び契約年月日 号      年   月   日 

契約に係る特定屋外タンク

貯蔵所の設置場所 
 タンク 

番 号 
 

許可番号及び許可年月日 号      年   月   日 

検査申請者 

住 所  

氏 名  

 

審査の結果を下記のとおり報告します。 

記 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



別記様式第4-1 

特定屋外タンク貯蔵所の完成検査前検査申請に係る 

 
基 礎 ・ 地 盤 審 査 報 告 書 
 

   年   月   日 

 

○○市町村長       殿 

（○○都道府県知事） 

                           

危険物保安技術協会 

理事長  

 

契約番号及び契約年月日 号      年   月   日 

契約に係る特定屋外タンク

貯蔵所の設置場所 
 タンク 

番 号 
 

許可番号及び許可年月日 号      年   月   日 

検査申請者 

住 所  

氏 名  

 

審査の結果を下記のとおり報告します。 

記 

 
 
 
 
 

 

 



別記様式第５ 

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査申請に係る 

 
定 期 保 安 審 査 報 告 書 

 

   年   月   日 

 

○○市町村長       殿 

（○○都道府県知事） 

                           

危険物保安技術協会 

理事長  

 

契約番号及び契約年月日 号      年   月   日 

契約に係る特定屋外タンク

貯蔵所の設置場所 
 タンク 

番 号 
 

設置許可番号及び設置 

許可年月日 
号      年   月   日 

設置に係る完成検査又は

直近の保安検査を受けた

年月日及び検査番号 

     年    月    日          号 

検査申請者 

住 所  

氏 名  

 

審査の結果を下記のとおり報告します。 

記 

 
 
 
 

 



別記様式第5-1 

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査申請に係る 

 
臨 時 保 安 審 査 報 告 書 

 

   年   月   日 

 

○○市町村長       殿 

（○○都道府県知事） 

                           

危険物保安技術協会 

理事長  

 

契約番号及び契約年月日 号      年   月   日 

契約に係る特定屋外タンク

貯蔵所の設置場所 
 タンク 

番 号 
 

設置許可番号及び設置 

許可年月日 
号      年   月   日 

設置に係る完成検査又は

直近の保安検査を受けた

年月日及び検査番号 

     年    月    日          号 

検査申請者 

住 所  

氏 名  

 

審査の結果を下記のとおり報告します。 

記 

 
 
 
 
 

 



別記様式第６の（１） 

危険物保安技術協会 

審  査  済 

 

審 査 事 項 

 

審 査 年 月 日      年   月   日 

備考 この証印は、関係図書のうち、設計審査した計算書の表紙に 

ついて捺印するものとする。 

 

別記様式第６の(2) 

 

備考 この証印は、関係図書のうち、設計審査した設計図面 

について捺印するものとする。 

 

 

 

 

 

 

審 査 
責任者 
印 

審 査 済 

    年  月  日 

危険物保安技術協会 

 

審 査 

責任者 

印 



別記様式第7(1) 

現地審査確認書 

     － 

審査年月日       年    月    日  から          年    月    日   まで 

申 請 者  

審 査 場 所 
市        区 

郡        町 村 

タ ン ク 呼 称 番 号  許可容量 KL 

タ ン ク 評 価 区 分 新 法 、第 １ 段 階 基 準 適 合 、新 基 準 適 合 、旧 基 準 

審 査 の 区 分 設 置 、 変 更 、 定 期 保 安 、 臨 時 保 安  に 係 る 審 査 

審 査 の 内 容 

底部板厚 
□ 目視検査    □ 超音波板厚試験 
□ 試験検査成績書等、記録の確認 

底部溶接継手 
□ 目視検査    □ 磁粉探傷試験   □ 渦電流探傷試験 
□ 浸透探傷試験 □ 試験検査成績書等、記録の確認 

側板溶接継手 
□ 目視検査 □ 放射線透過試験 □ 磁粉探傷試験 □ 浸透探傷試験 
□ 試験検査成績書等、記録の確認 

確 認 事 項 □ 施 工 ・ 品 質 管 理 記 録 の確 認 

審 査 状 況 

上記審査の状況は、 

 

 

 

水 張 検 査 予 定 日       年    月    日 完 成 検 査 予 定 日       年    月    日 

消 防 機 関 ： 立 会 者  

危 険 物 保 安 技 術 協 会 ： 検 査 員  

施 工 管 理 責 任 者  

保 安 責 任 者  

立 会 者  

備 

 

 

考 

底部の板の

厚さに関す

る事項 

（単位mm） 

   区分 

種類 

設 計 
基 準 
板 厚 

８０ ％ 

値 

測定板厚 

平 均 値 

測定板厚 

最 小 値 

ｔ  値 

⊿ C 
腐食部位 最大腐食深さ 

定

点 

ア ニ ュ ラ 板        

底 板        

連

続 

ア ニ ュ ラ 板        

底 板        

アニュラ部最小必要板厚（保有水平耐力）  アニュラ部測定実板厚(500幅)  

開放予定周期     年 （第１段階・新）基準届出予定＋個別延長（3･2･1）年申請予定（事業所申告） 

その他 
 

危険物保安技術協会  （２０２６．４．～） 

 



別記様式第７(2)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

平 板 載 荷 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  タンク番号  

設 置 場 所  タンク容量  kL 

基 礎 型 式 盛り土基礎  リング基礎  覆土式 タンク直径 D  m 

試 験 年 月 日    年  月  日 （天候  ）

試 験 位 置 盛り土の表面  地盤（イの地盤）の表面  側壁内側 

試 験 箇 所 数 

試

験

箇

所 

 

 

 
タンク直径 D(m) 必要試験箇所数 試 験 箇 所 数 

D ＜ 2 0 3 箇 所 以 上 

 箇所 

2 0 ≦ D ＜ 3 0 4 〃 

3 0 ≦ D ＜ 4 0 5 〃 

4 0 ≦ D ＜ 5 0 6 〃 

5 0 ≦ D ＜ 6 0 7 〃 

6 0 ≦ D ＜ 7 0 9 〃 

7 0 ≦ D ＜ 8 0 12 〃 

8 0 ≦ D ＜ 9 0 15 〃 

9 0 ≦ D 18 〃 

基 準 値 K30値 ≧ 100MN/m3 

試 験 結 果 

試 験 箇 所 No. 試験値(MN/m3) 試 験 箇 所 No. 試験値(MN/m3) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会  

 

 



別記様式第７(3)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

平 板 載 荷 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  タンク番号  

設 置 場 所  タンク容量  kL 

基 礎 型 式 地中式タンク（直接基礎） タンク直径D  m 

試 験 年 月 日    年  月  日 （天候  ） 

試 験 位 置 タンク底面 

試 験 箇 所 数 

試

験

箇

所 

 

 

 タンク直径 D(m) 必要試験箇所数 試 験 箇 所 数 

D ＜ 2 0 3 箇所以上 

 箇所 

2 0 ≦ D ＜ 3 0 4 〃 

3 0 ≦ D ＜ 4 0 5 〃 

4 0 ≦ D ＜ 5 0 6 〃 

5 0 ≦ D ＜ 6 0 7 〃 

6 0 ≦ D ＜ 7 0 9 〃 

7 0 ≦ D ＜ 8 0 12 〃 

8 0 ≦ D ＜ 9 0 15 〃 

9 0 ≦ D 18 〃 

基 準 値 平板載荷試験値(kN/m2) ≧  

試 験 結 果  平板載荷試験値 (kN/m2) ≧ 地中タンク荷重に安全率を乗じた値 (kN/m2) 

試 験 箇 所 No. 試験値(kN/m2) 試 験 箇 所 No. 試験値(kN/m2) 

    

    

    

    

    

    

    

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会  

 

 



 別記様式第７(4)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

平 板 載 荷 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  タンク番号  

設 置 場 所  タンク容量  kL 

基 礎 型 式 盛り土基礎  リング基礎  覆土式 タンク直径D  m 

試 験 年 月 日    年  月  日 （天候  ） 

試 験 位 置 リング直下  砕石リングの表面  側壁直下 

試 験 箇 所 数 

試

験

箇

所 

 

必 要 試 験 箇 所 数 
D/10 ＝  箇所以上 

ただし、3箇所以上 

小数点以下切捨て 

試 験 箇 所 数  箇所 

基 準 値 K30値 ≧ 200MN/m3 

試 験 結 果  

試 験 箇 所 No. 試験値(MN/m3) 試 験 箇 所 No. 試験値(MN/m3) 

    

    

    

    

    

    

    

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会  

 

 

 

  



別記様式第７(5)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

標 準 貫 入 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  タンク番号  

設 置 場 所  タンク容量  kL 

基 礎 型 式 盛り土基礎 リング基礎 覆土式 タンク直径D  m 

試 験 年 月 日    年  月  日  

地 盤 種 別 イ 

試

験

箇

所 

 

 

 

 

 

地 盤 改 良  

試 験 箇 所 数 

タンク直径 D(m) 必 要 試 験 箇 所 数 試 験 箇 所 数 

────── 1  箇所以上  箇所 

必 要 試 験 深 さ 試 験 深 さ 

地盤面より 15m 

ただし 15m 以内に N 値 ≧ 50 の地層 

が確認された場合はその深さまで 

 m 

基準値 イの地盤 N 値 ≧ 20 

試 験 結 果 

 

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会  

 



別記様式第７(6)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

標 準 貫 入 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  タンク番号  

設 置 場 所  タンク容量  kL 

基 礎 型 式 盛り土基礎 リング基礎 地中式 覆土式 タンク直径D  m 

試 験 年 月 日   年  月  日  

地 盤 種 別 ロ 

試

験

箇

所 
 

 

 地 盤 改 良  

試 験 箇 所 数 

タンク直径 D(m) 必要試験箇所数 試 験 箇 所 数 

D ＜ 4 0 2 箇 所 以 上 

 箇所 
4 0 ≦ D ＜ 6 0 3 〃 

6 0 ≦ D ＜ 8 0 4 〃 

8 0 ≦ D 5 〃 

必 要 試 験 深 さ 試 験 深 さ 

（告示に定める地盤の範囲）  m 

基準値 ロの地盤 平均的 N 値 ≧ 15 

試 験 結 果 

 

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会  

 

 



別記様式第７(7)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

標 準 貫 入 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  タンク番号  

設 置 場 所  タンク容量  kL 

基 礎 型 式 杭基礎 タンク直径D  m 

試 験 年 月 日    年  月  日  

地 盤 種 別 ハ(杭基礎で地盤改良を併用した場合) 

試

験

箇

所 

 

 

 地 盤 改 良  

試 験 箇 所 数 

タンク直径 D(m) 必要試験箇所数 試 験 箇 所 数 

D ＜ 6 0 3 箇 所 以 上 

 箇所 6 0 ≦ D ＜ 8 0 4 〃 

8 0 ≦ D 5 〃 

必 要 試 験 深 さ 試 験 深 さ 

β

1
＝  m 

 m 

（β：杭の特性値） 

基準値 ハの地盤 申請書の N 値（  ）以上 

試 験 結 果 

 

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会  

 



別記様式第７(8)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

標 準 貫 入 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  タンク番号  

設 置 場 所  タンク容量  kL 

基 礎 型 式 盛り土基礎 リング基礎 地中式 覆土式 タンク直径D  m 

試 験 年 月 日      年  月  日  

地 盤 種 別 ハ 

試

験

箇

所 
 

 

 

地 盤 改 良 

深層混合処理  

φ ＝  m 

改 良 率 ＝  ％ 

セメント量 ＝  kg/m3 

Ｗ／Ｃ ＝  ％ 

試 験 箇 所 数 

タンク直径 D(m) 必要試験箇所数 試 験 箇 所 数 

D ＜ 4 0 2 箇 所 以 上 

 箇所 
4 0 ≦ D ＜ 6 0 3 〃 

6 0 ≦ D ＜ 8 0 4 〃 

8 0 ≦ D 5 〃 

必 要 試 験 深 さ 試 験 深 さ 

改良体底面より   m  m 

基準値 消防危第 150 号 告示第 4条 8 で定めるもの以外 

試 験 結 果 

 

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会  

 

 



別記様式第７(9)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

圧 密 度 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  タンク番号  

設 置 場 所  タンク容量  kL 

試 験 年 月 日     年  月  日 タンク直径D  m 

載荷盛土形状寸法 

 申請書の値 測 定 値 

高 さ (m)   

径 (m)   

単位体積重量 (kN/m3)   
 

試

験

箇

所 

 

試 験 箇 所 数 

タンク直径 D(m) 必要試験箇所数 試験箇所数 

D ＜ 6 0 3 箇所以上   

6 0 ≦ D ＜ 8 0 4 〃  箇所 

8 0 ≦ D 5 〃   
 

地盤底部沈下板の深さ GL-  m 
 

試 験 結 果 S0×0.9 ≦ S 

試験箇所 No. 
計 算 沈 下 量 

S0 (cm) 
S0×0.9 (cm) 

盛土による沈下量※ 

S (cm) 

    

    

    

    

    
 

微小沈下が継続する場合 
S

S⊿
×100 ≦ 0.3 

試験箇所 No. 
盛土による沈下量※ 

S (cm) 

10 日間沈下量 

⊿S10 (cm) 

1 日当たり平均沈下量 

⊿S＝⊿S10/10(cm/日) S

S⊿
×100 (%) 

     

     

     

     

     

※ 地表面沈下量－地盤底部沈下量 

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会  

 



別記様式第７(10)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

杭 打 ち 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  
タンク番号  

タンク容量  kL 

設 置 場 所  
タンク直径D  m 

試 験 年 月 日 

1 回目    年  月  日 (天候  ) 

2 回目    年  月  日 (天候  ) 

試 験 箇 所 数 

試

験

箇

所 

 

杭 総 本 数  本 

必要試験箇所数 

総本数 × 0.02 

＝  箇所以上 

(ただし 4 箇所以上) 
 

 箇所 

試 験 箇 所 数 

うち 

1 回目  箇所 

 2 回目  箇所 

試 験 結 果  R1 ≦ R2 

試験箇所 No. 軸方向許容押込み支持力 R1（kN） 試験支持力 R2(kN) 
打込み深さ(m) 

設 計 長 試験打設長 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会 

1 回目  

2 回目  

 

 



別記様式第７(11)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

実 荷 重 鉛 直 載 荷 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  
タンク番号  

タンク容量  kL 

設 置 場 所  
タンク直径D  m 

試 験 年 月 日     年  月  日 （天候  ） 

試 験 箇 所 数 

試

験

箇

所 

 

 

必要試験箇所数 1 箇所以上 

試 験 箇 所 数  箇 所 

試 験 結 果   PN ≦ PY 

試験箇所 NO. 地震時最大荷重 PN(kN) 降伏荷重 PY(kN) 打込み深さ (m) 

    

    

    

    

    

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会  

 



別記様式第７(12)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

実 荷 重 水 平 載 荷 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  
タンク番号  

タンク容量  kL 

設 置 場 所  
タンク直径D  m 

試 験 年 月 日    年  月  日 （天候  ） 

試 験 箇 所 数 

試

験

箇

所 

 

 

必要試験箇所数 1 箇所以上 

試 験 箇 所 数  箇 所 

試 験 結 果  PH ≦ P , δ ≦ 5cm 

試験箇所 NO. 地震時最大荷重 PH(kN) 試験時載荷荷重 P(kN) 
地震時水平荷重載荷時 

の水平変位δ(cm) 

    

    

    

    

    

審 査 担 当 者 危 険 物 保 安 技 術 協 会  

 



別記様式第７(13)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

中 掘 杭 ・ 場 所 打 杭 試 験 結 果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  
タンク番号  

タンク容量  kL 

設 置 場 所  
タンク直径D  m 

試 験 年 月 日 

1 回目   年  月  日 

試

験

箇

所 

 

 
2 回目   年  月  日 

3 回目   年  月  日 

試 験 箇 所 数 

杭 総 本 数  本 

必要試験箇所数 

 × 0.02 

＝  箇所以上 

 (ただし 2 箇所以上) 

試 験 箇 所 数  箇所 

基 準 値 Ra1 ≦ Ra2 

試 験 結 果 Ra1 ≦ Ra2 

試験箇所 NO. 
軸方向許容押込支持力 

（設計値：Ra1)(kN) 

軸方向許容押込支持力 

（試験値：Ra2)(kN) 

設計杭長 

(m) 

試験ボーリング深さ 

(m) 

 

(常時) (常時) 

  
  

(地震時) (地震時) 

  

 

(常時) (常時) 

  
  

(地震時) (地震時) 

  

 

(常時) (常時) 

  
  

(地震時) (地震時) 

  

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会 

1 回目  

2 回目  

3 回目  

 

 



別記様式第７(14)  

基礎及び地盤に関する完成検査前審査 

一軸圧縮強度試験結果（深層混合処理工法） 

委託者(消防本部)   担 当 者 （  ） 

設 置 者  
タンク番号  

タンク容量  kL 

設 置 場 所  
タンク直径 D  m 

試 験 年 月 日 1 回目   年  月  日 2 回目   年  月  日 

深層混合処理工法 

径φ  m 

試

験

箇

所 

 

   軸 

改良率  ％ 

ｾﾒﾝﾄ量  kg/m3 

W/C ＝  ％ 

試

験

箇

所 

試 験 箇 所 

D＜40 2 箇所以上 試 験 本 数 

40≦D＜60 3 箇所以上 D=  m より 

60≦D＜80 4 箇所以上  

80≦D 5 箇所以上  本 

一軸圧縮強度試

験箇所数 

各土層毎または土層が厚

い場合は 2m に 1箇所程度 

試 験 箇 所 数 

 箇所 

基
準
値 

改良地盤強度 設計基準強度 σ28 ＝  N/mm2 

改 良 範 囲   m ～   m 

試 験 結 果  平均強度 qu≧ σ28 ＝  N/mm2 

No.  No.  No.  

土質名称 採取深度  

平均強度

qu  

(N/mm2) 

土 質 名 称 採取深度  

平均強度

qu  

(N/mm2) 

土質名称 採取深度  

平均強度 

qu  

(N/mm2) 

  ～     ～     ～   

  ～     ～     ～   

  ～     ～     ～   

  ～     ～     ～   

  ～     ～     ～   

  ～     ～     ～   

改良範囲   m～  m 改良範囲   m～   m 改良範囲   m～   m 

審査担当者 危険物保安技術協会 
1 回目  

2 回目  

 



別記様式第７(15)  

地盤に関する新基準に係る完成検査前審査 

標準貫入試験結果及び鋼矢板打込み試験結果 

委託者(消防本部)  担 当 者 （  ） 

設 置 者  タンク番号  

設 置 場 所  

タンク容量  kL 

タンク直径D  m 

試 験 年 月 日 

  年  月  日 標準貫入試験 

試

験

箇

所 

 

  年  月  日 鋼矢板打込み試験 

基 礎 型 式 盛り土基礎 

試 験 箇 所 数 

タンク直径 D( m ) 必 要 試 験 箇 所 数 試 験 箇 所 数 

D ＜ 80 1 箇所以上 

 箇所 

D ≧ 80 2 箇所以上 

試 験 結 果 

鋼 矢 板 打 込 み 設計深度  m 試験深度  m 

ド レ ー ン 打 込 み 設計深度  m 試験深度  m 

非 液 状 化 層 設計深度  m FL 値 1.0 以上  

審 査 担 当 者 危険物保安技術協会 
（標準貫入試験） 

（鋼矢板打込み試験） 

 

 


